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北海道における
「働き方改革」の取組について

平成２９年８月

北海道経済部労働政策局雇用労政課

働き方改革推進室
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３ 働き方センター事業の全体計画

企業に対する総合相談窓口業務のほか、業界ごとの改革プランを作成し、企業へ改革プラ
ンの普及・啓発を図ることにより、本道の「働き方改革」の取組を推進。

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

企
業
に
対
す
る

総
合
相
談
窓
口

改
革
プ
ラ
ン
の

作
成
・
普
及

電話・メール・来所相談

出張相談会（全道６ヵ所で開催）

アドバイザーの派遣 〔アウトリーチ支援〕

実態調査 改善策の
提案

モデル企業
による

改善策の
実践

モデルとなる

改革プラン
の作成

企業への

改革プランの普及・啓発

・企業に対するｱﾝｹｰﾄ及びﾋｱﾘﾝｸﾞ調査を実施
・業界ごとの現状分析や課題の抽出
・働き方改革を進めるための方向性を設定

・地域雇用ﾈｯﾄﾜｰｸ会議などを活用し、成功事
例および改革ﾌﾟﾗﾝの普及啓発に活用

・改善策を実践するなどして、改善事例を集積

・改善事例等を参考に、業界ごとに取組のﾎﾟｲﾝ
ﾄや方向性を標準化

ね
ら
い

普及啓発

取り組む企業の裾野拡大

成功事例の創出

取組の加速化
４



４ これまでの主な取組内容

これまで、仕事と生活の両立支援、女性活躍推進、非正規対策、労働相談などに関する事
業を推進。

テーマ 事業名 概要

両立支援 北海道あったかファミリー応援企業
登録制度【H21年度～】

仕事と生活の両立できる職場環境づくりに取り組んでいる企業を登録し、登録企業に優遇措置を付与する
などにより、企業の仕事と家庭の両立支援に対する取組を促進する。

【登録企業数】411社（H29年3月末現在）
【支援】道の競争入札参加資格審査における優遇 等

女性活躍
推進

北海道なでしこ応援企業認定制度
【H28年度～】

女性の職業生活における活躍の推進に取り組んでいる企業を認定し、認定企業をＰＲ・支援することによ
り、道内企業における女性の活躍を推進する。

【認定企業数】148社（H29年3月末現在）
【支援】ﾊﾛｰﾜｰｸの求人票に認定企業表示、道の競争入札参加資格審査における優遇等

北海道なでしこ応援企業表彰制度
【H28年度～】

（旧：北海道両立支援推進企業表彰【H17~27年
度】）

女性の職業生活における活躍や労働者の仕事と家庭の両立を支援するため、積極的に取組を推進して
いる企業を表彰し、広く周知する。

【募集開始】H28年7月 【表彰式】H29年2月10日
【表彰企業】岩田地崎建設㈱、(社福)渓仁会、㈱住宅夢工房、藤原工業㈱

非正規
対策

非正規労働者処遇改善ステップアッ
プ事業【H27年度】

地域限定正社員や短時間正社員など「多様な正社員制度」の導入などに意欲のある企業に対して制度導
入や運用面での支援を行い、非正規労働者の正社員転換等を促進する。
ニーズ把握（ｱﾝｹｰﾄ調査）、普及啓発（ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成、ｾﾐﾅｰ実施）、個別支援（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの派遣）

地域若者就業・定着支援事業（非正規

労働者正社員化・処遇改善）【H28年度】
若年者の就業割合が高く、かつ非正規労働者の割合が高い産業（宿泊業）を対象とした実態調査及び改
善例等の普及啓発により、非正規労働者の正社員化・処遇改善を促進する。
実態調査（個別企業ｱﾝｹｰﾄ等）、普及啓発セミナーの開催（調査結果及び改善例の普及啓発等）

労働相談 労働相談ホットライン
【H26年度～】

労働問題について、労使からの相談に社会保険労務士が対応するﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙを開設。

【相談時間】月～金曜日 17時～20時、土曜日 13時～16時
【電話番号】0120-81-6105 【相談実績】H28年度 1,455件

共 通 両立支援促進・就業環境改善ｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｻﾞｰ派遣制度【H17年度～】
（H28.12から「ほっかいどう働き方改革支援センター事業」に移行）

仕事と家庭の両立ができる職場環境づくりを目指す法人等にアドバイザー（社会保険労務士）を派遣し、
指導・助言を行う。

普及啓発用教材の作成・配付 『労働ガイドブック』、『仕事と家庭の両立支援ハンドブック』、
『働く若者ルールブック』、『働くルールを知って楽しく働こう!!』など
の普及啓発用教材を作成・配付。 ５



時 期 内 容

H27.1.27 働き方改革の実現に向けた対策を推進するため、北海道労働局が「働き方改革推進本部」を設置

H27.10.27 道が、ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業への積極的な支援と柔軟で多様な働き方の拡大を基本
戦略に位置づけた「北海道創生総合戦略」を策定

H27.12.24 北海道労働局が「北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議」（国・道・労使等）を設置し、本会議の構
成団体の長が働き方改革の推進に係る共同宣言を採択

H28.2.22 北海道労働局が道内178市町村、596各種団体等に共同宣言の賛同・周知を呼びかけ

H28.7～ 北海道労働局と道が連名で事業者団体等に「年次有給休暇の取得促進」を通知（夏季、10月、年末年
始、ゴールデンウィーク）

H28.8.10 「第2回北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議」で「ほっかいどう働き方改革支援センター」の設置
を承認

H28.10.6～13 北海道労働局と道が、経済団体など12団体に対し、「長時間労働削減をはじめとする『働き方改革』に
向けた取組に関する要請書」を手交

H28.12.20 道が「ほっかいどう働き方改革支援センター」を開設

H29.2.6 道と北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議が「ほっかいどう働き方改革支援センター」開設記念
セミナーを開催

H29.4.1 人材確保につながる就業環境の改善や人材の活用、生産性の向上などを総合的に進めるため、
道経済部雇用労政課内に「働き方改革推進室」を新設

国・道・労使団体等が連携し、道内における働き方改革の機運を高める取組を推進。

６



岩手県における中小企業・小規模企業者の働き方改革・人手不足に関する取組について 

１ いわてで働こう推進協議会について 

(1)設置の目的 
若者や女性の県内就職及び創業支援の充実を図り、県内就業者の拡大を通じた、本県の

産業振興と人口減少対策等を目的とし、平成 28 年２月に経済団体や教育関係者等で構成

する「いわてで働こう推進協議会」を設置し、オール岩手で県内産業を支える若者や女性

の人材確保の取組を進めている。

協議会や担当者会議を開催し、協議・情報共有を行い、7 つの取組目標（①新卒者等の

県内就職の促進、②Ｕ・Ｉターンの促進、③県内企業の認知度の向上、④起業・創業支援

の強化、⑤働き方改革の推進、⑥処遇改善の推進、⑦職場定着の促進）を設定した。

(2)平成 29 年度の取組 
協議会や実務担当者による担当者会議、ワーキンググループを開催し、具体的な取組を

検討し、実施することとしている。（別紙「平成 29 年度の岩手で働こう推進協議会におけ

る取組について」参照のこと）

また、協議会における平成 29 年度に特に注力する取り組み内容として、「働き方改革の

推進について」を掲げており、企業の魅力アップと労働生産性の向上につなげるため、県

内企業の「いわて働き方改革推進運動」への参加拡大に取り組むこととしている。

２ いわて働き方改革推進運動について 

(1)実施の背景 
岩手県においては、平成 27 年の１人当たり年間総実労働時間が 1,888 時間と、近年で

最も長かった平成 18 年と比較すると、74 時間短くなっているものの、全国平均との比較

では 104時間長くなっている。

こうした状況を踏まえ、平成 28 年度から県内の企業等の長時間労働の是正や年次有給

休暇の取得促進などの「働き方改革」を推進するため、「いわて働き方改革推進運動」を

展開し、企業における優良事例を「いわて働き方改革アワード」として表彰したほか、働

き方改革に関するセミナーの開催、テレビＣＭやパンフレット等により情報発信し、普及

啓発を行った。

また、企業等からの相談窓口として「いわて働き方改革サポートデスク」を設置するな

ど、企業等の働き方改革の取組を積極的に支援している。

(2)平成 29 年度の取組 
長時間労働の是正等の働き方の改善に取り組み、魅力ある職場づくりを推進する「いわ

て働き方改革推進運動」等を引き続き実施し、優良事例は「いわて働き方改革アワード」

として表彰するとともに、働き方改革に取り組む県内企業に対するアドバイザーの派遣等

の包括的な支援策を講じる。

また、正社員雇用の拡大等の処遇改善や多様な働き方等に関する企業の優良事例等に関

するセミナーの開催等の普及啓発を実施する。
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いばらきワーク・ライフ・バランス推進協議会設置要項 

 

第１ 目的 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現に向け，企業における仕事と

生活の調和のとれた働き方や仕事と生活が両立できる環境づくりについて，官民が連携し

て方策を協議，検討し，推進する場として，いばらきワーク・ライフ・バランス推進協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

第２ 所掌事務 

  協議会は，次の事項について，協議，検討を行う。 

(1) ワーク・ライフ・バランスを推進するための企業及び県等の取り組みに関すること 

(2)「(仮称)いばらきワーク・ライフ・バランス推進共同宣言」の策定・発信，普及啓発に

関すること 

(3)その他，企業及び県等におけるワーク・ライフ・バランスの推進上必要な事項 

  

第３ 組織等 

(1) 協議会は，別記に掲げる委員をもって構成する。 

(2) 協議会に，座長，副座長を置く。 

(3) 座長，副座長は，協議会において，委員の互選によって選任する。 

(4) 座長は，協議会を総括する。 

(5) 副座長は，座長を補佐し， 座長に事故あるときは，その職務を代行する。 

 

第４ 会議 
(1)協議会の会議は，座長が招集する。 

(2)座長は，会議の議長となる。 

(3)座長は，必要と認めるときは，構成員以外の者を出席させ，説明又は意見を聴くことが

できる。 

  

第５ 庶務 
  協議会の庶務は，茨城県商工労働観光部労働政策課において処理する。 
 
第６ 委任 
  この要項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，別に定める。 
 
   付 則 
 この要項は，平成２４年８月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この要項は，平成２８年５月２６日から施行する。 
 
   付 則 
 この要項は，平成２９年５月３０日から施行する。 
 



 
 
 

（別 記） 

 

団体名等 協議会委員 

(一社 )茨城県経営者協会 専 務 理 事 

茨城県商工会議所連合会 専 務 理 事 

茨 城 県 商 工 会 連 合 会 専 務 理 事 

茨城県中小企業団体中央会 専 務 理 事 

日本労働組合総連合会 

茨 城 県 連 合 会 
事 務 局 長 

茨城県市長会 茨城県町村会 事 務 局 長 

茨 城 労 働 局 雇用環境・均等室長 

茨 城 県 

女 性 青 少 年 課 長 

少 子 化 対 策 課 長 

労 働 政 策 課 長 

 



平成29年8月21日 

三重県雇用経済部雇用対策課 
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京都労働経済活力会議（地域働き方改革会議）

■構成員

（労働者団体）連合京都

（使用者団体）京都経営者協会

（行政機関）京都府、京都市、京都労働局、近畿経済産業局（H28.12.2 参画） 
（金融機関）京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫（H29.3.1 参画） 

■開催状況：（第 1 回）Ｈ27.11.24 （第 2 回）H28.12.2

■これまでの主な会議の議題・取組状況

京都府の現状・取組について認識共有、関係機関の取組について情報共有、働き方改革に関する意見交換

１取組の方向性

（１） オール京都で、働く人を大切にする企業を支援する「京都ならではの働き方改革」により、人材確保・定着と正規雇用化の

促進に向けた取組を実施する。

（２） 女性、若者、高齢者、障害のある人などあらゆる人が輝ける社会を目指す

２新たな取組

（１） 働き方改革推進センター（仮称）の設置

→ 就労環境改善サポートセンター開所（H29.7.10）
（２） 金融機関と労働行政の連絡会議の設置

→ 第１回連絡会議(H29.3.1)開催 
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�高校生のキャリア教育 27  ○鳥取県版キャリア教育推進事業（13百万円）
28  ○とっとり農林水産人材育成システム推進事業（16百万円）
29  ○キャリア発達支援事業（4百万円） 他

�大学生の県内就職促進 30  ◎学生等県内就職加速化事業（75百万円）
31  ○ＩＪＵターン県内就職促進強化事業（33百万円」）
32  ◎鳥取県未来人材育成奨学金支援事業（243百万円） 他

�産業人材の確保・育成 33  ☆鳥取県立ハローワーク設置事業（131百万円）
34  ○とっとりプロフェッショナル人材確保事業（33百万円）
35  ○とっとり高度技能開発拠点形成事業（36百万円）
36  ○鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト事業費（333百万円）
37  ☆とっとり創生雇用戦略プロジェクト事業（119百万円） 他

� IJUによる人材確保 38  ☆「とっとりで待っとります。」ＩＪＵターン推進事業 （74百万円）
39  ○移住定住情報発信強化事業（18百万円）
40  ○移住定住推進基盤運営事業（127百万円） 他

�若者等の就職支援 41  ○若年者就業支援事業（37百万円）
42 ○若者サポートステーション運営事業（22百万円） 他

�女性の就労支援 43 ○地域における女性活躍推進事業（9百万円）
44  ○女性活躍トップランナー事業（10百万円）
45  ☆託児機能付サテライトオフィス推進事業（10百万円） 他

�シニアの就労支援 46  ○女性・中高年者就業支援事業（74百万円）

�障がい者の就職支援 47  ◎障がい者就業定着支援事業（85百万円） 他 5

H２９年度の主な事業（雇用の質の向上、県内外からの人材確保・育成）

県内外からの人材確保・育成

☆新規 ◎拡充 ○継続雇用の質の向上

�正規雇用・働き方改革 25 ◎正規雇用転換促進助成金事業（60百万円）
26  ☆働き方改革支援事業（5百万円） 他



鹿児島県における「働き方改革」への取組状況について

Ｈ２９．８．１６
鹿児島県雇用労政課

１ 鹿児島県のよりよい雇用・労働環境実現に向けた政労使会議の取組
（１）趣旨

鹿児島県におけるよりよい雇用・労働環境の実現に向けて，政労使の三
者が意見を述べ合い，包括的な課題解決のための共通認識を得ることを目
的とする。

（２）構成
・主 宰 鹿児島労働局長
・構成団体 県，県教育庁，鹿児島市，九州経済産業局，連合鹿児島，県

経営者協会，県中小企業団体中央会，県商工会連合会，県銀
行協会

（３）開催状況
平成２８年 ２月１０日
平成２８年１０月１７日
平成２９年 ５月１８日

（４）これまでの主な会議の議題・取組状況
・鹿児島県内の現状・取組について認識共有
・関係機関の取組について情報共有
・働き方改革に関する意見交換
・ 鹿児島いきいき働き方改革トップセミナー」への参画「

２ 国（鹿児島労働局 ，県内経済団体と連携した取組）
（ ） （ ， ）１ 県と鹿児島労働局との意見交換会 毎年度開催 本年度はH29.7.26実施

・県内の雇用・労働環境についての認識の共有
・国，県の施策，事業についての情報共有
・国，県の施策，事業を効果的に実施するにあたってのすり合わせ

（２）テレワークの普及拡大
・テレワーク導入に関する国の相談窓口，助成金制度等に関し鹿児島労働

局から情報提供
・県内経済団体を通じて，県内企業への情報提供（通知）
・県の動きに呼応した県内経済団体からの講演依頼等への対応

（県経営者協会，鹿児島商工会議所の会合で，県職員がテレワークの
導入等について説明を行う）

（３）シルバー人材センターの業務拡大
本県では，現在 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正，

(H28.4.1)に基づき，シルバー人材センター業務の要件緩和の手続を進
めており，これに関して，鹿児島労働局等と以下のような連携を図って
いる。
・鹿児島労働局等から，要件緩和作業の基礎となる対象職種における県

内の有効求人倍率等の基礎資料を県へ提供。
・上記の情報をもとに，県において，シルバー人材センター業務の要件

緩和の手続を進めている。
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（４ 「鹿児島いきいき働き方改革フォローアップ・トップセミナー」開催事）
業の実施
ア 事業目的

，「 」長時間労働の是正や年次有給休暇等の取得促進を図り 働き方改革
を推進するためのセミナー等を実施する。

イ 事業内容
(ｱ) 企業経営者を対象にセミナーの開催
(ｲ) 働き方改革に意欲のある中小企業等に対しアドバイザーを派遣
(ｳ) 働き方改革への取組の現状等についてアンケート調査の実施

ウ 鹿児島労働局との連携
本セミナーにおいては，鹿児島労働局に「働き方改革」に関する法改

正の概要や活用可能な助成金制度について，参加者へ説明していただく
予定。

※ 昨年度も同様なセミナーを開催しており 鹿児島労働局からは 働， ，「
き方改革を支援する制度」のテーマで，助成金等の説明を行ってい
ただいた。

３ 働きたい女性の就職サポート事業
（１）事業目的

出産・子育て等により離職し再就職を希望する女性等に対して，就職活
動に必要な知識等を習得するための研修を実施する。

（２）事業内容
ア 対象者 ・結婚・出産・子育て等により就労を中断している女性

で，再就職に意欲のある者
・非正規雇用として働いている女性で，正規雇用者への転

職に意欲のある者
イ 実施回数 ２回（定員２０人，５日間／回）
ウ 研修内容 ・再就職の課題や不安に対する意見交換

・労働関係法令等に関する情報提供
・ジョブカード・履歴書の作成及びキャリアコンサルティ

ング
・仕事と家事の両立テクニック など

４ その他
上記のほか，本県では，ワーク・ライフ・バランス推進のために，以下の

事業を実施している。
（１）仕事と家庭両立支援事業

→ ファミリーサポートセンターの設置促進等
（２）子育て応援企業登録事業

→「かごしま子育て応援企業」の登録，県ＨＰ等による広報・普及
（３ 「イクボス」の普及・拡大）

→ 知事，県幹部職員による「イクボス」宣言，民間への普及・拡大
（４）県広報誌等による周知・啓発
（５）九州・山口連携ワーク・ライフ・バランス推進事業

→ 九州・山口各県と連携したワーク・ライフ・バランス推進キャンペー
ンの実施。ＷＥＢコンテンツの製作・活用等。



現状と課題

○ 当県の労働環境については，全国と比較して労働時間が長く，年次有給
休暇の取得率も低い状況にある。

対全国平均項目 全国 鹿児島県
月間総実労働時間 １４３．７時間 １４９．８時間 ６．１時間長い
年次有給休暇取得率 ４８．７％ ４３．２％ ５．５ポイント低い

（平成２８年 毎月勤労統計調査）
（鹿児島県：平成２８年度 県労働条件実態調査）

（全 国：平成２８年 就労条件総合調査）

○ パート，派遣労働者等の非正規労働者が増加傾向にあり，労働条件や福
利厚生面において，正規労働者との格差が拡大

また，非正規労働者は職業キャリアの形成や雇用のセーフティネットが
不十分

正規の職員・従事者数及び割合の推移

○ 当県経済は，全体として弱い動きが続いており，雇用情勢についても改
善傾向は続いているものの，中小企業のウェイトが高く，地理的なハンデ
ィキャップが大きい当県は，雇用の場が少なく労働力が流出するなど，全
国と比較すると動きが弱い。

男 女 男 女

649.0 328.3 320.7 100.0% 100.0% 100.0%
正規の職員・従業員 389.7 254.2 135.5 60.0% 77.4% 42.3%

652.6 338.4 314.1 100.0% 100.0% 100.0%
正規の職員・従業員 425.1 275.9 149.2 65.1% 81.5% 47.5%

53,537.5 29,291.7 24,245.7 100.0% 100.0% 100.0%
正規の職員・従業員 33,110.4 22,809.0 10,301.3 61.8% 77.9% 42.5%

53,262.5 29,735.0 23,527.5 100.0% 100.0% 100.0%
正規の職員・従業員 34,324.2 23,798.7 10,525.5 64.4% 80.0% 44.7%

就業構造基本調査（総務省）

鹿児島県

H24

H19

全 国

H24

H19

実数（千人）

総数

割合

総数

雇用者（役員を除く）

雇用者（役員を除く）

雇用者（役員を除く）

雇用者（役員を除く）


